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役　　名　　等 常勤・非常勤の別
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１　法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の５以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の５以上に相当する出資をしている者（個人で
　あるものに限る。以下「株主等」という。）について記載すること。
２　「株主等」については、「役名等」の欄には「株主等」と記載することとし、「常勤・非常勤の別」の欄に記載することを要しない。
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別紙一 （用紙Ａ４）

役　員　等　の　一　覧　表

役員等の氏名及び役名等

氏
フリ

名
ガナ

平成○年△月×日

フリガナを必ず記入する。 

常勤・非常勤の区別を記入する。 

「常勤」とは、休日その他勤務を要しない日を

除き、一定の計画のもとに常時所定の時間中

その職務に従事していることをいう。 

・株式会社（特例有限会社含む）・・・代表取締役または取締役 

・持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）・・・業務を執行する社員 

・委員会設置会社・・・執行役 

・民法の規定による社団法人、財団法人、協同組合、協業組合等・・・理事 
 

全員を記入する。（監査役、監事、執行役員、事務局長、会計参与は除く。） 

上記職員の他に、相談役、顧問、総株主の議決権の１００分の５以上を有する株

主、出資の総額の１００分の５以上に相当する出資をしている者及び名称役職を

問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がいる場合には、併せて記入す

る。その際、１００分の５以上の株主・出資をしている者は、「株主等」と記載する。 
 


